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ODR（Online Dispute Resolution） 
―法務省アクション・プランの概要と国内外の動向― 

弁護士 森 大樹 
弁護士 小松 諒 

はじめに 

2022年 3月 31日、法務省は、「ODRの推進に関する基本方針～ODRを国民に身近なものにするためのアクショ
ン・プラン～」（以下、「アクション・プラン」といいます。）を策定し公表しました 1。日本ではまだ聞きなれない
方も多い「ODR」について、本ニュースレターでは、まず ODRとは何かについて紹介し、アクション・プランの
概要と、国内外の ODRに関する動向について紹介します。 
 

ODRとは 

1. ODRとは何か 

ODRは、Online Dispute Resolutionの略称であり、法律等で定義されているものではありませんが、一般的に
は、IT・AI等の先端技術を用いたオンラインでの紛争解決手続を指すものとされています。「紛争解決手続」とい
うと、一般的には民事訴訟等の裁判所における手続や、ADR 等の紛争解決手続を想像することが多いかと思いま
すが、ODRの文脈ではその前段階も含めた意味として使われることがあります。 
成長戦略フォローアップ（令和元年 6月 21日閣議決定）2を受け、内閣官房にて開催された ODR活性化検討会

が 2020 年 3 月 16 日に公表した「ODR 活性化に向けた取りまとめ」において、法的紛争が発生してから解決に
至るまでの一般的な解決フローを、以下の 5つのフェーズに分類しています。 
 
 
 
 
 
「ODR活性化に向けた取りまとめ」においては、上記①～③のフェーズにおける IT・AIを活用した法的サービ

スや紛争解決手続もその検討対象としています。このように、ODRという場合、④の ADRフェーズや⑤民事訴訟
 

1 https://www.moj.go.jp/housei/adr/housei10_00187.html 
2 「紛争の多様化に対応した我が国のビジネス環境整備として、オンラインでの紛争解決（ODR）など、IT・AIを活用した裁判外紛
争解決手続などの民事紛争解決の利用拡充・機能強化に関する検討を行い、基本方針について 2019年度中に結論を得る。」と記載さ
れています。 

 

①検討フェーズ 

 

②相談フェーズ 
 

③交渉フェーズ ④ADRフェー

ズ 

⑤民事訴訟 

フェーズ 
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フェーズだけでなく、その前段階である検討・相談・交渉の各フェーズにおける IT・AI を活用した法的サービス
や紛争解決手続を含み得るものと認識しておくとよいと思います。各フェーズにおける具体的なイメージは、ODR
の発展段階に応じ、以下のようにまとめられています。 

 

 
（「ODR活性化に向けた取りまとめ」図 2 ODRの進行フェーズのイメージ） 

 

2. ODRの意義 

上記のような ODRが普及することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。ODRの普及によるメリットに
ついては、以下のものなどが挙げられます。 

 
 オンライン上で相談や紛争解決手続を実施することで、相談機関や ADR機関に赴くための時間的・経済的

なコストが大幅に削減される。 
 心身の障害を有する者や外国人等も含め、幅広い層の利用者に対し、そのニーズに応じた多様な支援を実施

することが可能となり、紛争解決フローへのアクセスを容易にする。 
 感染症が発生した場合や大規模災害等により移動困難な場合等、対面で行うことが難しいときでも紛争解

決を進めることができる。 
 
1 点目及び 2 点目は SDGs の取組みという観点からも注目されます。SDGs の中には、紛争解決の分野に関し

「国家及び国際的なレベルで法の支配を促進し、全ての人々に司法への平等なアクセスを提供する。」というター
ゲットが挙げられており 3、ODR はそのツールとして期待されます。企業にとっては、自社のサービスについて
ODRを提供することで、SDGsへの取組みに繋がるものといえます。 

3点目については、新型コロナウイルス感染症の影響により進むオンライン化の観点から注目されます。各国で
進む ODRへの取組みが、世界的に加速している要因といえます。 
また、トラブル解決に要する時間的・経済的なコストが低い ODRを実装していることは、企業にとって自社の

サービスに対する顧客満足度やロイヤリティの向上、ひいては信頼確保につながるといえます。このように、様々
な観点から企業にとって ODRを導入する意義があると言われています 4。 

 
3 SDGs 16.3 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/goal16.html 
4 企業が ODRを導入する意義については、「鼎談『ODRの現在と未来～企業が ODRを導入する意義とは～』」もご参照下さい。 

https://www.noandt.com/features/odr_01/ 
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法務省アクション・プランの概要 

上記のような ODRの推進に向け、法務省はアクション・プランを取りまとめました。アクション・プランにお
いては、上記①～⑤のフェーズのうち、④ADRフェーズを単体で ODRと位置付けた上で、他のフェーズとの連携
も幅広く視野に入れて推進策を取りまとめています。ODRの推進目標を、短期目標（民間事業者の ODRへの参入
を支援しながら、まずは、一人でも多くの国民に、ODRを知ってもらい、使ってもらい、その利便性等を実感して
もらうことにより、ODRの推進基盤を整える。）と中期目標（機能、デザイン等の面で世界最高品質の ODRを社
会実装し、スマホ等の身近なデバイスが 1台あれば、いつでもどこでもだれでも紛争解決のための効果的な支援を
受けることができる社会を実現する。）に分けて設定し、それぞれの目標の実現に向け推進策が取りまとめられて
います。 
各目標実現に向けた推進策の概要は、下表のとおりです。 

 
＜主として短期目標の実現に向けた推進策＞ 

① 国民の日常への ODR の浸透
（ODRの生活インフラ化） 

ODR の認知度を高めるための積極
的・効果的な情報発信 

・ ADRに関する周知・広報 
・ ODR(ADR)週間等の設定によ

る集中的・一体的な広報 
・ 企業の苦情担当者、相談員等の

ODRに対する理解の増進 
・ 国民のODR認知度をKPIとし

た取組の推進 

ODR 情報を容易に入手できるよう
にするための情報基盤整備 

・ 紛争解決事例の見える化と
ODR機関検索の利便化 

・ ODR紹介動画の提供 

② ODR へのアクセス・ODR の
質の向上 

相談から ODRへの導線の確保 

・ 相談機関等からODR機関への
紹介ルートの確立 

・ 相談機関からODR機関への情
報連携 

ODRの使いやすさの向上 

・ 利用者や相談機関等による評
価を通じた使い勝手の向上 

・ ODR機関間の横連携の促進 
・ プレ・ADR フェーズを有する

ODRの参入支援 
・ ODR 利用時の費用負担への対

応 

③ ODR事業への参入支援 

参入を希望する事業者への技術支
援等 

・ チャット型 ODR に必要な技
術・デザイン関連情報の提供 

・ 手続実施者育成のためのトレ
ーニング・プログラムの提供 

デジタル・プラットフォーム関係紛
争を取り扱う ODRの充実 

・ デジタル・プラットフォーム事
業者への働きかけ 

認証手続の迅速化等 
・ モデル手続規程の策定 
・ 認証ADR事業者 5がODRを併

用する場合の認証手続の簡素
 

5 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて法務大臣の認証を受けて民間紛争解決手続を実施することができる民間
ADR事業者のこと（同法 2条 4号）。 
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化 
・ 認証手続の迅速化 

 
＜主として中期目標の実現に向けた推進策＞ 
① 相談・交渉・調停のワンストッ

プ化 
ワンストップ・サービスを提供する
ための環境整備 

・ データ・フォーマット等の検討 

② 世界トップレベルの ODR が
提供される環境の整備 

最先端技術を取り入れた ODRの実
証実験の支援 

・ 世界最先端のODR技術の調査
研究 

・ 官民連携によるODR実証実験 

ODR に関するグローバル・ネット
ワークへの参画 

・ 諸外国関係者とのネットワー
クの構築 

・ ODR 規格の標準化等の議論へ
の参画 

③ ODR における AI 技術の活用
に向けた基盤整備 

データベースの整備 

・ AI 技術の活用に寄与するデー
タベースの検証 

・ 民事判決情報のデータベース
化 

AI 技術の活用と倫理等に関する課
題の検討 

・ AI 技術の活用に向けた倫理・
制度の在り方 

 
加えて、推進・フォローアップ体制として官民学が連携した組織体を構成し、ODR 推進に向けた取組みや、規

範的・倫理的・技術的課題に対する検討を継続的に実行するとしています。 
 

国内外の ODRの動向 

1. 海外における動向 

ODRは、提供主体の観点から①司法型、②行政型、③民間型の 3つに分類することができます。ODRのルーツ
といわれるものは、eBay社の Resolution Centerという売買プラットフォームにおける取引上の紛争解決サービ
スであり、民間型に分類されます。eBay社の Resolution Centerでは、年間 6000万件以上の紛争が取り扱われ、
そのうち 90％は人が介入せずソフトウェアにより解決に至っているとのことです。このような企業が自社サービ
スの一部をオンライン化するような場合の他に、ADR 機関である AAA（米国仲裁協会）が提供するサービスをオ
ンライン化していることや、Caseload Managerという e案件管理に関する ODRサービスも民間型の事例といえ
ます。 
民間型の他に、司法型・行政型 ODRも広がりを見せています。米国では、州裁判所において少額訴訟を中心に

司法型 ODR の導入が進んでいます。また、カナダのブリティッシュコロンビア州で提供されている Civil 
Resolution Tribunalは、集合住宅及びそれらの管理組合における問題や交通事故に対しても利用されており、ODR
が浸透している例といえます。また EUでは ODRを推進する取組みとして、2013年の消費者 ODRに関する規則
により、電子商取引事業者に EUの ODRプラットフォームへのリンクの貼り付けを義務付けており、ODRプラッ
トフォームの利用を推進しています。 
 

2. 日本における動向 

日本においては、司法型・行政型 ODRはこれから更なる検討が行われ導入が進んでいく段階にあります。裁判
所において運用が開始された、民事裁判書類電子提出システム（mints）も、ODRの一例といえます。 
日本においても欧米と同様に、司法型・行政型より民間型が先行している状況にあり、民間型の ODRの取組み

には様々なものが存在しています。例えば、紛争の調停をオンラインで行うサービスである Teuchi（テウチ）を提
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供するミドルマン株式会社や、オンライン取引で発生する紛争の解決サービスを提供するキビタス株式会社、オン
ラインで交渉・調停・和解を実施できる Smart Judgmentというサービスを提供するデロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー合同会社など、ODR をサービスとして提供する企業が存在しています。この他に、第一
東京弁護士会ではオンラインチャットシステムを利用した簡易和解手続きを一部の紛争類型で導入しています。 
また、日本における ODR の健全かつ公正な発展を目指して、2020 年 9 月末に一般財団法人日本 ODR 協会が

設立されました。このような団体についても、アクション・プランにおいて法務省が連携する機関として取り上げ
られるなど、その活動が、ODRの推進を後押しするものと期待されます 6。 
 

おわりに 

アクション・プランの策定により、国として ODRの推進に向けた取組みの方向性が示されたといえます。ODR
の推進は、企業活動においても注目すべき動向であり、自社の提供するサービスにおける検討を行う場面に出会う
ことも多くなるかと思います。そのため、今後も継続的に ODRに関する動向を注視しておく必要があります。 

 
2022年 6月 8日 

 
 
  

 
6 なお、本ニュースレターの執筆者の一人である森大樹は、本稿執筆時点において第一東京弁護士会仲裁センター運営委員会委員長で
あるとともに、日本 ODR協会の理事を務めている。 
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